
1割

要支援２ ¥749 ¥22 ¥0 ¥0 ¥0 ¥40 ¥10 ¥144 ¥800 ¥1,000 ¥700 ¥102,491

要介護１ ¥753 ¥22 ¥37 ¥3 ¥40 ¥40 ¥10 ¥152 ¥800 ¥1,000 ¥700 ¥104,001

要介護２ ¥788 ¥22 ¥37 ¥3 ¥40 ¥40 ¥10 ¥158 ¥800 ¥1,000 ¥700 ¥105,247

要介護３ ¥812 ¥22 ¥37 ¥3 ¥40 ¥40 ¥10 ¥163 ¥800 ¥1,000 ¥700 ¥106,100

要介護４ ¥828 ¥22 ¥37 ¥3 ¥40 ¥40 ¥10 ¥166 ¥800 ¥1,000 ¥700 ¥106,670

要介護５ ¥845 ¥22 ¥37 ¥3 ¥40 ¥40 ¥10 ¥169 ¥800 ¥1,000 ¥700 ¥107,275

その他費用について

単価

¥30

¥246

¥120

¥5

¥240

¥72

¥144

¥680

¥1,280

¥250

¥1,000

¥1,500

-

-

社会福祉法人　八甲田会
グループホーム西小稲八甲荘

利　用　料　金　の　目　安
【R6年6月１日より】

要介護度

介護保険

家
　
賃

食
　
費

光
熱
水
費

月額合計
（30日の場

合）

初期加算 入居日から３０日間負担となります。

生産性
向上推
進体制
加算
（Ⅱ）

（月額）

介護職
員等処
遇改善
加算
（Ⅰ）

備　　考

基本額
（Ⅱ）

サービス
提供体
制強化
加算(Ⅰ)

医療連
携体制
加算Ⅰ
（ハ）

認知症
専門ケア
加算
（Ⅰ）

協力医
療機関
連携加
算

（月額）

科学的
介護推
進体制
加算

（月額）

死亡日以前２日
又は３日

死亡日

入院時費用 入院された場合１月６日間を限度として負担となります。

医療連携体制加算（Ⅱ）
過去３か月間で特定の治療が必要な状態の入居者が１名以上いる場合負担となります。
(要支援２以外）

新興感染症等施設療養費 特定の感染症に感染後、施設で療養した場合５日間を限度として負担となります。

日用品、おむつ、娯楽品等 実費となります

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）
認知症の行動・心理症状の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するた
めのチームケアを行った場合月額で負担となります。（認知症ケア加算と重複しません）

退所時情報提供加算 医療機関へ退所した際に医療機関へ情報提供をした場合負担となります。

家電使用料 家電製品について、２点目までは光熱水費に含み、３点目以降は月\１,000となります

理美容費（カット） カラー、パーマ別料金となります

医療費、予防接種等 実費となります。送迎、受診介助等はご相談ください。

看取り介護加算

死亡日以前３１日
以上４５日以下

看取り介護開始後からご負担となります

死亡日以前４日
以上３０日以下



1割

要支援２ ¥761 ¥18 ¥0 ¥0 ¥0 ¥40 ¥10 ¥145 ¥800 ¥1,000 ¥700 ¥102,776

要介護１ ¥765 ¥18 ¥47 ¥4 ¥40 ¥40 ¥10 ¥155 ¥800 ¥1,000 ¥700 ¥104,643

要介護２ ¥801 ¥18 ¥47 ¥4 ¥40 ¥40 ¥10 ¥162 ¥800 ¥1,000 ¥700 ¥105,924

要介護３ ¥824 ¥18 ¥47 ¥4 ¥40 ¥40 ¥10 ¥166 ¥800 ¥1,000 ¥700 ¥106,742

要介護４ ¥841 ¥18 ¥47 ¥4 ¥40 ¥40 ¥10 ¥169 ¥800 ¥1,000 ¥700 ¥107,347

要介護５ ¥859 ¥18 ¥47 ¥4 ¥40 ¥40 ¥10 ¥172 ¥800 ¥1,000 ¥700 ¥107,987

その他費用について

単価

¥30

¥246

¥150

¥5

¥240

¥72

¥144

¥680

¥1,280

¥250

¥1,000

¥1,500

-

-日用品、おむつ、娯楽品等 実費となります

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）
認知症の行動・心理症状の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するた
めのチームケアを行った場合月額で負担となります。（認知症ケア加算と重複しません）

退所時情報提供加算 医療機関へ退所した際に医療機関へ情報提供をした場合負担となります。

家電使用料 家電製品について、２点目までは光熱水費に含み、３点目以降は月\１,000となります

理美容費（カット） カラー、パーマ別料金となります

医療費、予防接種等 実費となります。送迎、受診介助等はご相談ください。

看取り介護加算

死亡日以前３１日
以上４５日以下

看取り介護開始後からご負担となります

死亡日以前４日
以上３０日以下

死亡日以前２日
又は３日

死亡日

入院時費用 入院された場合１月６日間を限度として負担となります。

医療連携体制加算（Ⅱ）
過去３か月間で特定の治療が必要な状態の入居者が１名以上いる場合負担となります。
(要支援２以外）

新興感染症等施設療養費 特定の感染症に感染後、施設で療養した場合５日間を限度として負担となります。

備　　考

基本額
（Ⅰ）

サービス
提供体
制強化
加算(Ⅱ)

医療連
携体制
加算Ⅰ
（ロ）

認知症
専門ケア
加算
（Ⅱ）

協力医
療機関
連携加
算

（月額）

科学的
介護推
進体制
加算

（月額）

初期加算 入居日から３０日間負担となります。

生産性
向上推
進体制
加算
（Ⅱ）

（月額）

介護職
員等処
遇改善
加算
（Ⅰ）

社会福祉法人　八甲田会
グループホーム東一番町八甲荘

利　用　料　金　の　目　安
【R6年6月１日より】

要介護度

介護保険

家
　
賃

食
　
費

光
熱
水
費

月額合計
（30日の場

合）


